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専
ら
祈
る
所
は

工
法
興
隆

国
土
姜
穏

特
に
祈
る
所
は

福
寿
長
久

子
孫
贅
栄

諾
災
消
除

諾
錬
吉
祥

皆
様

の
健
康
と
無
事
を
念
じ
、
あ
わ
せ
て

本
年
の
ご
多
幸
を
お
よ
り
祈
り
上
げ
ま
す

仏
紀

ニ
ユ
た

一
年

邦

暦

今

和
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(2)

短
く
感
じ
た
秋
も
過
ぎ
去

っ
て
、
す

っ
か
り

冬

の
寒
さ
と
な
り
ま
し
た
＜‥，
皆
さ
ん
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
．

前
日
は
、
夏
制
中
の
お
わ
―，
で
あ
る

「
解
制
」

に
つ
い
て
で
し
た
．
今
回
は
、
九
月
に
行
わ
れ

る

「
御
征
忌
」
に
つ
い
て
で
す
．

大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
道
元
禅
師

の
ご

命
日
は
、
今

の
暦
で
九
月
二
十
九
日
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
三
代
目
の
ご
住
職
で
あ
る
懐
美
禅
師

の
ご
命
目
が
九
月

二
十
四
日
で
も
あ
る
た
め
、

永
平
寺
で
は
毎
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
九

日
に
か
け
て
、
お
二
人
の
禅
師

の
遺
徳
を
偲
ぶ

「
御
征
忌
」
の
お
勤
め
が
行
じ
ら
れ
ま
す
．
道
元

禅
師
と
懐
美
禅
師
の
命
日
の
ご
供
養
を
通
じ
て
、

道
元
禅
師
が
伝
え
ら
れ
た
正
伝

の
仏
法

の
も
と

修
行
で
き
る
こ
と

へ
の
感
謝
を
示
す
の
で
す
．

御
征
忌
は
法
要

の
導
師
を
全
国
各
地
の
曹
洞

宗
寺
院
か
ら
お
迎
え
す
る
大
法
要
期
間
で
あ
り
、

四
月
の

「
報
恩
授
戒
会
」
と
あ
わ
せ
て

「
二
期

法
要
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
全
国
の
ご
寺
院
様

が
檀
信
徒

の
皆
様
と
と
も
に
い
ら

つ
し

ゃ
る
た

め
、
永
一半
寺
は
全
山
を
挙
げ
て
の
団
体
参
拝

の

皆
様
を
迎
え
入
れ
る
体
制
と
な
り
ま
す
。

そ
の
時
私

の
部
署
は
知
庫
寮
．
普
段

の
お
役

日
は
仏
具
や
日
用
品

の
管
理

・
補
充
、
瓦
補
修

の
寄
付

の
呼
び
か
け
な
ど
で
す
が
、
御
征
忌

の

際
は
永
平
寺

に
泊
ま
ら
れ
る
ご
寺
院
様

の
お
世

話

の
お
役
目
も
果
た
し
ま
す
．
知
庫
寮
内

で
相

談
を
し
て
、
ご
寺
院
様

の
お
世
話
を
す
る
者
、

普
段
の
お
役
目
を
す
る
者
に
分
か
れ
ま
す
。

私
は
普
段

の
お
勤
め
を
担
当
し
、
瓦
補
修

の

ご
寄
付
を
募

る
カ
ウ
ン
タ
ー
に
立

つ
こ
と
に
。

最
初
こ
そ

「
御
征
忌

の
特
別
な
お
役
目
を
任
さ

れ
な
か

っ
た
な
」
と

い
う
不
満
を
抱
き
ま
し
た

が
、
す
ぐ
に
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
余
裕
も
な

く
な
り
ま
し
た
（．

御
征
忌
だ
か
ら
と

い
つ
て
普
段

の
お
勤
め
が

な
く
な
る
わ
け
で
な
く
、
し
か
し
人
手
は
普
段

の
半
分
以
下
．
御
征
忌
で
い
ら

つ
し

や
る
檀
信

徒
の
皆
様

の
分
、
瓦

の
寄
付
に
並
ぶ
人
は
普
段

の
倍
近
く
に
及
び
、
寄
付

の
返
礼
品

の
補
充
や

ら
、
寄
付
金

の
集
計
や
ら
で
目
を
回
す
こ
と
に
．

拝
観
時
間
が
終
わ
る
こ
ろ
、
精
魂
尽
き
た
よ

う
な
気
持
ち
で
カ
ウ
ン
タ
ー
を
閉
め
て
い
る
と
、

古
参

の
和
尚
さ
ん
が
労
を
ね
ぎ
ら

つ
て
く
れ
ま

し
た
．

「普
段
の
お
勤
め
を
や
る
人
が
い
る
か
ら
、
御

征
忌

っ
て
い
う
特
別
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
よ

な
。
お
疲
れ
さ
ん
」

御
征
忌
な
ら
で
は
の
お
役
目
を

い
た
だ
く
こ

と
に
な
る
の
は
、
二
年
目
ま
で
持
ち
越
し
と
な

る
の
で
し
た
。
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十

一
月
十

一
日

・
十
二
日
に
、
福
島
県
第

一
教
区

・
教
区
護
持
会
主
催
、
大
本
山
紹
持

寺

へ
の
団
体
参
拝
が
修
行
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
六
年
は
、

組
持
寺
を
開
か

れ
た
螢
山
紹
瑾

禅
師
の
七
〇
〇

回
忌
に
あ
た
り

ま
す
。
道
元
禅

師
が
伝
え
ら
れ

た
仏
祖
正
伝
の

仏
法
を
、
日
本

全
国
に
広
め
ら

れ
た
螢
山
禅
師

の
ご
遺
徳
を
偲

び
、
福
島
市
内

の
寺
院

。
寺
族

・
檀
信
徒
計

四
十
六
名
が
拝
登
し
ま
し
た
。

長
秀
院
か
ら
は
丹
治
正
弘
護
持
会
長
、
仲

興
寺
か
ら
は
丹
治
誠
市
総
代
長
兼
護
持
会
長

が
、
副
住
職
秀
憲
と
と
も
に
参
加
。
総
持
寺

の
伽
藍
を
拝
観
し
た
の
ち
、
大
祖
堂

（本
堂
）

に
て
螢
山
禅
師

の
ご
位
牌

に
焼
香

い
た

し
ま

し
た
。

参
拝

の
の
ち
は
神
奈
川
県
内

の
観
光
と
な

り
、
十

一
日
は
横
浜
中
華
街
、
十

二
日
は
横

須
賀
市

に
展
示
さ
れ
て
い
る
目
露
戦
争

の
戦

艦

「
三
笠
」

の
見
学
、
遊
覧
胎

に
乗

っ
て
海

上
自
衛
隊
横
須
賀
基
地

の
見
学
な
ど
、
名
所

を
見
て
回
り
ま
し
た
ｃ
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(4)

令
和
六
年
度

梅
花
流
福
島

県
奉
詠
大
会

が
十

一
月

五

日
、
福
島
市

の
パ
ル
セ
飯
坂

に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
．

長
秀
院

・
仲
興
寺

両
梅
花
講
が
参
加

し
、

福
島
県
第

一
教
区

の
皆
様
と
と
も

に

「
地
蔵

菩
薩
御
詠
歌

叢
寒
いと

を
お
唱
え
し
ま
し
た
。

仲興寺

お

二筑
輩
貫
導
師
用
架
裟
Ｙ

今
春
、
長
秀
院
副
住
職

の
辞
令
を
拝
命

し
た
際

に
、

長
秀
院

・
仲
興
寺
両
護
持
会
よ
り
お
祝

い
を
頂
戴
し
て

お
り
ま
し
た
。
か

つ
て
寺
報

で
ご
報
告
し
た
通
り
、
頂

い
た
お
祝

い
を
も
と

に
、
ご
法
事

。
葬
儀

で
導
師
を
務

め
る
際
に
着
用
す
る
お
袈
裟
を
法
衣
店

に
注
文
し
て
お

り
ま
し
た
。

こ
の
度
、
そ

の
注
文
し
て
い
た
お
袈
裟
が
届
き
ま
し

た
の
で
ご
報
告

い
た
し
ま
す
．

一
院

一
秀

一
長
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令
和
六
年
十
二
月
中
旬
の
雪
景
色

清
掃
前

の
落
葉

長

最霞
奉
仕

仲
興
寺

境
内
清
掃

長
秀
院
有
志
会

清

水

町

寿

会

堅 |
Jヽ^

目ll  ll

庭

ハ
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■
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飩
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隕
辣
隕
陪
炒
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国
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十

一
月
末
日
、
福
島

市
よ
り
不
法
投
棄
禁
止

を
周
知
す
る
看
板
を

い

た
だ
き
ま
し
た
。

丹
治
正
弘
護
持
会
長

の
ご
尽
力

の
も
と
、
長

秀
院
参
道
及
び
蓬
莱
霊

園
駐
車
場
に
設
置

い
た

し
ま

一
Ｉ

ｓヽヽ
、、

【目腟」「 翻l

ゴミを違法に捨てた者は、

ほ鶴錢ポ下のほ艤又は
1懇翻0万F難械下の議金
に処せられます。

福 島 警 察 署

福 島 北 警 察 署

福  雪  市



マ
ス
ク
着
用
に
て
、
係
の
誘
導
に
従

っ
て
下
さ
い
。

誘
導
に
従

っ
て
撞
い
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

(6)

除夜の鐘
｀
く 、
 ヽ′

さて ヽ

〃てり
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午後 11時 30分打出し

行

事

案

内

★
長

秀

院

十
二
月
三
十

一
日
　
午
後
十

一
時
三
十
分

除
夜
の
鐘
打
出
し

元
日
一　
午
前
零
時
三
十
分

元
朝
祈
祷

★
仲

皿
（
寺

元
日
一　
午
後

一
時

元
朝
祈
祷

以
降

一
月
中
、
年
始
回
礼

年
頭
回
礼
だ
け
で
は
間
に
合
わ
な

く
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

つ
き
ま

し
て
は
、
年
末
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ

る
お
宅
も

で
て
ま

い
り
ま
す

の
で
、

何
卒
宜

し
く

お
願

い
申

し
上
げ

ま

す
。

お

ね

が

い

年
始
回
礼
中

は
不
在

と
な
り

ま
す
。
ご
相
談
等

の
場
合
は
ご
来

山
前

に
確
認
を

お
願

い
い
た
し

ま
す
。

一
周

忌

三

回

忌

七

回

忌

十
三
回
忌

十
七
回
忌

廿
三
回
忌

廿
七
回
忌

舟
三
回
忌

帰
七
回
忌

五
十
回
忌

百

回

忌

百
五
十
回
忌

二
百
回
忌

二
百
五
十
回
忌

三
百
回
忌

三
百
五
十
回
忌

四
百
回
忌

今

和

六

年

今

和

五

年

今

和

元

年

平
成
二
十
一
年

平
成
二
十
二
年

平
成
二
十
一
年

平
成
十
二
年

平
成
十

一
年

平

成

五

年

平

成

元

年

昭
和
六
十
四
年

昭
わ
二
十
一
年

昭

和

元

年

人
二
十
二
年

明

治

九

年

丈

政

九

年

安

水ヽ

五

年

享
保
十

一
年

延

宝

四

年

克

永

〓
一
年

（
二

〇

二

四

）

↑

一
〇

二
一́
じ

（
二
〇

一
九
）

↑
一〇

一
〓
こ

三

〇
〇
九
）

（
二
〇
〇
三
）

（
一
九
九
九
）

（
一
九
九
二
）

（
一
九
八
九
）

（
一
九
七
六
）

（
一
九
二
六
）

（
一
人
セ
六
）

（
一
人
二
六
）

（
一
七
セ
六
）

（
一
七
二
六
）

（
一　
ユ
ハ
エヽ
エ
ハ
）

（
一　
エ
ハ
ニ
エ
ハ
）
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